
　

近
年
、
本
格
的
な
人
口
減
少
社

会
の
到
来
や
少
子
高
齢
化
の
進
展
、

地
域
経
済
の
悪
化
な
ど
、
地
方
を

取
り
巻
く
社
会
経
済
情
勢
は
ま
す

ま
す
厳
し
さ
を
増
し
、
将
来
の
財

政
見
通
し
へ
の
対
応
や
、
必
要
な

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
確
保
、
更
に
は

地
方
分
権
改
革
の
推
進
に
よ
り
、

自
己
決
定
・
自
己
責
任
が
拡
大
さ

れ
る
な
ど
、
こ
れ
か
ら
の
行
政
運

営
は
、
非
常
に
厳
し
い
状
況
に
な

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
は
、
市
の
意
思

決
定
機
関
で
あ
り
ま
す
議
会
の
責

任
も
増
大
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
り
、
今
日
的
な
時
代
の

潮
流
を
受
け
止
め
、
こ
れ
ま
で
以

上
に
市
民
の
負
託
に
応
え
る
べ
く
、

議
会
審
議
の
活
性
化
や
立
法
・
監

視
・
政
策
機
能
の
充
実
・
強
化
に

つ
い
て
議
論
を
深
め
て
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
二

元
代
表
制
の
一
翼
を
担
う
議
会
の

権
能
を
更
に
高
め
る
と
と
も
に
、

市
民
に
開
か
れ
た
議
会
を
目
指
す

た
め
、
議
会
の
組
織
・
機
能
・
運

営
・
情
報
公
開
な
ど
、
現
行
の
議

会
運
営
上
の
諸
課
題
な
ど
の
検
証

に
加
え
、
議
会
の
活
性
化
を
図
る

べ
き
必
要
事
項
に
つ
い
て
調
査
・

研
究
す
る
た
め
の
特
別
委
員
会
を

設
置
し
ま
し
た
。

　

委
員
会
の
名
称
は
、
議
会
活
性

化
特
別
委
員
会
、
委
員
の
定
数
は

10
名
、
設
置
目
的
及
び
付
議
事
件

は
、
議
会
運
営
の
検
証
及
び
議
会

の
活
性
化
に
関
す
る
調
査
・
研
究

で
あ
り
、
設
置
の
期
間
は
、
調
査
・

研
究
の
終
了
ま
で
と
し
、
閉
会
中

も
審
査
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

委
員
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。
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12
月
定
例
会
に
お
け
る
請
願
の

審
査
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

【
採
択
】

◦
手
話
言
語
法
（
仮
称
）
の
早
期

制
定
を
求
め
る
意
見
書
の
提
出

を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
の
請

願
◦
Ｊ
Ａ
グ
ル
ー
プ
の
改
革
に
関
す

る
請
願

◦
Ｊ
Ａ
グ
ル
ー
プ
の
改
革
に
関
す

る
請
願

【
不
採
択
】

◦
「
特
定
秘
密
保
護
法
の
廃
止
を

求
め
る
意
見
書
」
の
提
出
を
求

め
る
請
願

【
継
続
審
査
】

◦
伊
方
原
発
の
再
稼
働
を
認
め
な

い
よ
う
国
に
求
め
る
意
見
書
の

提
出
を
求
め
る
請
願

◦
住
民
の
安
全
・
安
心
を
支
え
る

国
の
公
務
・
公
共
サ
ー
ビ
ス
体

制
の
充
実
を
求
め
る
請
願

◦
自
治
体
非
正
規
雇
用
・
公
務
公

共
関
係
労
働
者
の
雇
用
・
待
遇

の
抜
本
改
善
を
求
め
る
意
見
書

に
関
す
る
請
願

　12月定例会では、請願の採択に伴い、委員会提出議案として意見書案が２件提出され、審議の結果、
原案のとおり可決し、内閣総理大臣をはじめ関係機関に送付しました。
■手話言語法（仮称）の制定を求める意見書【要旨】
　手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に示し、聞こえない子どもをはじめとする誰もが
手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのでき
る環境整備に向けた法整備を実現することが必要であると考えるため、手話言語法（仮称）を早期に制
定するよう強く要望する。
■ＪＡグループの改革に関する意見書【要旨】
１　地域の振興や農業の多面的機能の発揮について、農協法の目的に明確に位置付け、事業目的の見直
しは協同組合の基本的性格を維持すること。
２　准組合員は、農業や地域経済の発展をともに支えるパートナーであり、人口減少への対応や雇用の
創出など、地方創生のためにも准組合員の利用制限は行わないこと。
３　ＪＡ・連合会の協同組合としての事業・組織を制約する一方的な事業方式・ガバナンス制度や法人
形態の転換等は強制しないこと。
４　自立したＪＡの自由な意思に基づき生まれ変わる新たな中央会は、代表、総合調整、経営相談・監
査の機能を十全に発揮できるよう、農協法上に位置付けること。
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新
た
に議

会
活
性
化
特
別
委
員
会

を
設
置
し
ま
し
た

国へ意見書を提出しました


